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令和６年度障害福祉サービス等 

報酬改定の概要～～ 

少しでも早く読み込みたい方におすすめです 

@1TSkillFukush1Channel 

「ちょっと見やすくした!令和 6 年度

放課後等デイサービスの報酬改定」 
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出典 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定について」 

 （厚生労働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html 

 （令和６年３月２３日に利用） 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要［3.3MB］  

 https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf をもとに加工して作成  

ま え が き  

 本資料は、厚生労働省が公表した「令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」を参照し、

放課後等デイサービスの内容を中心に再構成したものです。 

原資料では、放課後デイサービスに関する記載が児童発達支援の章の中で述べられているため、理

解しづらい状況です。そこで関連する内容を抜粋・再編集することで、放課後デイサービスの報酬改定

のポイントをより分かりやすくお伝えすることを目的としています。 

 本資料の引用や転載は、厚生労働省の「利用規約・リンク・著作権等」に基づき認められている範囲

内で行っています。ご不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。 

「※一部分の文章は、AI アシスタント Claude により生成されたものです。」 
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８ 障害児支援 

（１）児童発達支援  ◇児 P73～ 

（２）放課後等デイサービス ◇放 P87～ 

（２）放課後等デイサービス と児童発達の対応表 

内容 
放
デ
イ 

児

発 

① 地域の障害児支援の中核機能の評価 （（１）②と同様） P87 P74 

② 

② 総合的な支援の推進 （（１）③と同様） P87 P75 

③ 

③ 事業所の支援プログラムの作成・公表 （（１）④と同様） P87 P75 

④ 

④ 児童指導員等加配加算の見直し （（１）⑤と同様）  P87 P76 

⑤ 

⑤ 専門的支援加算・特別支援加算の見直し （（１）⑥と同 様 。ただ

し、専門的支援実施加算については、利用日数等に応じて月２回から最大

月６回を限度とする。） 

P87 P77 

⑥ 

⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価（時間区分の創設） P87 
 

⑦ 自己評価・保護者評価の充実 （（１）⑧と同様）  P88 P78 

⑧ 

⑧ 関係機関との連携の強化（関係機関連携加算の見直し） （（１）

⑨と同様） 

P88 P78 

⑨ 

出典・引用したところにマークを 

付けましたのでご活用ください。 
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⑨ セルフプランの場合の事業所間連携の強化 （（１）⑩と同様） P88 P79 

⑩ 

⑩ 送迎時の自立支援の評価  P88 
 

⑪ 学校卒業後の生活を見据えた支援の評価  P88  

⑫ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し（医療連

携加算（Ⅶ）の見直し） （（１）⑪と同様） 

P88 P79 

⑪ 

⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し（（１）⑫

と同様） 

P89 P80 

⑫ 

⑭ 医療的ケア児等に対する入浴支援の評価 P89 
 

⑮ 医療的ケア児等に対する送迎支援の充実 （（１）⑭と同様） P89 P80 

⑭ 

⑯ 共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価 （（１）⑮と同

様） 

P89 P81 

⑮ 

⑰ 強度行動障害児支援加算の見直し P89  

⑱ 行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実（個別サポート加

算（Ⅰ）の見直し） 

P89 
 

⑲ 要支援・要保護児童への支援の充実（個別サポート加算（Ⅱ）の見直

し）（（１）⑱と同様） 

P90 P82 

⑱ 

⑳ 難聴児支援の充実 （（１）⑲と同様） P90 P82 

⑲ 

㉑ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実 （（１）⑳と同様） P90 P83 

⑳ 
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㉒ 不登校児童への支援の充実  P90  

㉓ 家族支援の充実（家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し）

（（１）㉑と同様） 

P90 P83 

㉑ 

㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価 （（１）㉒と同様） P91 P84 

㉒ 

㉕ 預かりニーズへの対応（延長支援加算の見直し） （（１）㉓と同様。

ただし、延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日３

時間、 学校休業日 ５時間） 

P91 P84 

㉓ 

㉖ インクルージョンに向けた取組の推進 （（１）㉔と同様） P91 P85 

㉔ 

㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し （（１）㉕と同様） P91 P86 

㉕ 

㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障 （（１）㉗と同様） P91 P87 

⑭ 
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(2)放課後等デイサービス 

① 地域の障害児支援の中核機能の評価 （（１）②と同様） 

◇放 P87=◇児 P74 ② 
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② 総合的な支援の推進 （（１）③と同様） 

◇放 P87=◇児 P75 ③ 
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③ 事業所の支援プログラムの作成・公表 （（１）④と同様） 

◇放 P87=◇児 P75 ④ 
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④  児童指導員等加配加算の見直し （（１）⑤と同様）  

◇放 P87=◇児 P76 ⑤ 
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⑤  専門的支援加算・特別支援加算の見直し（（１）⑥と同様。ただし、専門的支援
実施加算については、利用日数等に応じて月２回から最大月６回を限度とする。） 

◇放 P87=◇児 P77 ⑥ 
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⑥ 基本報酬におけるきめ細かい評価（時間区分の創設） 

◇放 P87 のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 自己評価・保護者評価の充実 （（１）⑧と同様）  

◇放 P88=◇児 P78 ⑧ 
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⑧  関係機関との連携の強化 

（関係機関連携加算の見直し） （（１）⑨と同様） 

◇放 P88=◇児 P78 ⑨ 
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⑨  セルフプランの場合の事業所間連携の強化 （（１）⑩と同様） 

◇放 P88=◇児 P79 ⑩ 

 

⑩  送迎時の自立支援の評価 

◇放 P88 のみ 
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⑪  学校卒業後の生活を見据えた支援の評価   

◇放 P88 のみ 
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⑫ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し 

（医療連携加算（Ⅶ）の見直し） （（１）⑪と同様） 

◇放 P88=◇児 P79 ⑪ 
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⑬ 主として重症心身障害児を通わせる事業所の評価の見直し（（１）⑫と

同様） 

◇放 P89=◇児 P80 ⑫ 

 

 

⑭  医療的ケア児等に対する入浴支援の評価 

◇放 P89 のみ 

 

◇児 P77⑦ 

 

※ここでは、割愛させて頂きます。 
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⑮  医療的ケア児等に対する送迎支援の充実 （（１）⑭と同様） 

◇放 P89=◇児 P80 ⑭ 
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⑯  共生型サービスにおける医療的ケア児への支援の評価 （（１）⑮と同

様） 

◇放 P89=◇児 P81 ⑮ 
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⑰  強度行動障害児支援加算の見直し 

◇放 P89 のみ 
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⑱  行動障害の予防的支援と重度障害児への支援の充実 

（個別サポート加算（Ⅰ）の見直し） 

◇放 P89 のみ 
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⑲  要支援・要保護児童への支援の充実 

（個別サポート加算（Ⅱ）の見直し）（（１）⑱と同様） 

◇放 P90=◇児 P82 ⑱ 
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⑳  難聴児支援の充実 （（１）⑲と同様） 

◇放 P90=◇児 P82 ⑲ 
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㉑ 視覚障害児・聴覚障害児等への支援の充実 （（１）⑳と同様） 

◇放 P90=◇児 P83 ⑳ 

 
 

㉒ 不登校児童への支援の充実  

◇放 P90 のみ 
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㉓ 家族支援の充実 

（家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し）（（１）㉑と同様） 

◇放 P90=◇児 P83 ㉑ 
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㉔ 支援場面等を通じた家族支援の評価 （（１）㉒と同様） 

◇放 P91=◇児 P84 ㉒ 
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㉕ 預かりニーズへの対応（延長支援加算の見直し） （（１）㉓と同様。ただし、

延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日３時間、 学校

休業日 ５時間） 

◇放 P91=◇児 P84 ㉓ 
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㉖ インクルージョンに向けた取組の推進 （（１）㉔と同様） 

◇放 P91=◇児 P85 ㉔ 
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㉗ 保育・教育等移行支援加算の見直し （（１）㉕と同様） 

◇放 P91=◇児 P86 ㉕ 
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㉘ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障 （（１）㉗と同様） 

◇放 P91=◇児 P87 ㉗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ と が き  

「本資料が放課後等デイサービス事業所の皆様の報酬改定への理解促進の一助となれば幸いです。令和 6

年度の改定では、放課後デイの報酬体系が大きく見直されました。新たな区分の創設や減算規定の変更な

ど、事業所にとっては対応すべき課題が多い改定となりました。本資料がそうした改定内容の理解促進と対

応の参考になればと考えています。 

今後も福祉×IT 分野で働く皆様のスキルアップ支援を通じて、サービスの質の向上や業務効率化に寄与し

ていきたいと考えています。ぜひご意見・ご要望をお寄せいただければ幸いです。 

皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」 

 

「※一部分の文章は、AI アシスタント Claude により生成されたものです。」 


